
歳Fを

η母

補助対象者
(①又は②、③は必須)

①県内で新たに起業(法人等の登記又は個人事業の開業届出)を行う者

②県内で事業承継又は第二創業(新たに事業を実施)する

法人又は個人事業主

大分県内に居住、又は事業完了日までに居住を予定している者

大分県が地域再生計画に定める分野における社会的事業 (※ 1)。

ただし、事業承継。第二創業は、

Society5.0関 連業種等の付加価値の高い産業分野であること。

補助対象事業
※ J 社会的事業 =以下の0～0の要件を全て満たす事業

0地域におけるサービス供

給の不足等に起因する地

域課題の解決に資するこ

と(社会性及び必要性)

0提供するサービスの対

価として得られる収益に

よって自律的な事業の継続

が可能であること (事 業

0生産性の向上、機会損失の解

消及び顧客の利便性向上につな

がるデジタル技術を活用してい

ること(デジタル技術の活用)

補助率 補助対象経費の1/2以内

補助上限額   200万 円

事業実施期間   交付決定後～令和7年12月 31日

補助金交付後の

義務

①事業完了後5年間の事業実施状況報告

②取得財産の善管注意義務、処分制限及び収益納付

③大分県及び会計検査院による実地検査の受検

(返還命令等を指示された場合にfよ これに従うこと)

事業計画作成に

当たつては、
必ず公募要項により

詳細を確認
してください。

ご注意
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彎 令和7年度
大分県地域課題解決型起業支援事業

本補助金は、国の「第2世代交付金(地方創生タイフ(移住・起業・就業型))」 による事業です。

新たな事業の創出を促進し、地域課題の解決を通じた地方創生を実現するため、デジタル技術を活用した

起業・事業承継。第二創業を行う事業計画を募集します。

採択された事業については、事業実施に必要な経費の一部を補助し、伴走支援を行います。(採択後に補助金の交付申請が必要です。)

r

事業計画書 (様式1・ 2) おおいたスタートアップセンター 郵送又は直接持込

驀窃6/18o
提 出 書 交ヨ 1足 卜とすう七 提出方法



17時必着

令和7年度
大分県地域課題解決型起業支援事業
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渋 主 補助対象事業 祥十

ネ

大分県地域再生計画における以下の分野において

「0社会性及び必要1生」「0事業性」

「0デジタル技術の活用」 の各要件を全て満たす事業で

新たな起業、事業承継又は第二創業するもの。

1眸藝尋■手

0社会‖生及び必要性

>地域社会が抱える

課題の解決に資する

>地域の課題に対し、その解決に資する

サービスの供給が十分でなく、事業の必

0事業性
>当該事業の収益によって、

自律的な事業継続が可能であること。

0デ ジ タル 技 術 の 活 用

>キ ャッシュレス決済の導入、

Web予 約システム、ECサイト

による販売等

>既存のツールを含むSNSや
Webサイトでの情報発信、Wiギ i

環境整備など

店舗等僧入費
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補助対象
経費

‥ 皿 ‐ 叩 H“ など

※交付決定日(8月 頃)以降に発注し、12月 31日 (水)ま でに支払を終了した経費及び

証拠書類 (見積書・請求書・領収書等)で金額、支払が確認できる経費が対象です。

審査・採択
補助金申請・

交付決定
公募  0 0 0

攻

姜 氷
χ

犠
→
托 

事業計画彗

長 i誦挽 換

推
界

事業補助

実施
実績報告

補助金の

支払

00
8月～ユ2月7月上旬 令和8年 二月

大分県地域再生計画に関する問合せ

大分県商工観光労働部 経営創造・金融課

経営創造班 (県庁本館7階 )

事業計画提出及び補助金に関する問合せ

公益財団法人大分県産業創造機構 おおいたスタートアップセンター

〒870‐0037大分県大分市東春日町17番 20号 大分第2ソ フィアプラザビル5階

本事業に関する詳細はこちら(URL:https://startup oita,p/boShuノ entrgrantsoita2026/)

スケジュール

097-506-3232 097-534-2755受 付時間 :9100～ 17:00月～金曜日(祝 日を除く)
電 話 電 話

ロ


